






ミライズ株式会社行動計画 

  

社員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境の整備を行うため、

次のように行動計画を策定する。 

  

１．計画期間 令和５年８月１日～令和 8 年７月３１日までの 3 年間 

２．内容 

  

＜目標 1＞女性活躍推進法 

・採用者に占める女性の割合を 15％以上とする。 

＜対策＞ 

令和５年 10 月から 女性の応募を増やすため、ホームページ等の採用情報を見直す 

令和６年４月から  出産や育児等を理由に退職した女性を対象とした会社説明会を実施

する 

 

＜目標 2＞次世代法  

・管理職の人事評価制度に ワーク・ライフ・バランスに関する評価項目を追加することに

より、育児休業を取得しやすい環境を整備する。 

＜対策＞ 

令和５年９月から ・評価項目・評価基準等の検討 

令和６年１月から ・人事評価制度の改定について周知、評価者研修の実施 

令和６年４月から ・新人事評価制度による評価実施 

  

  

＜目標 3＞次世代法 

・年次有給休暇の取得状況を現状よりも改善する。 

＜対策＞ 

令和５年８月から ・年次有給休暇の取得状況を把握する 

令和６年７月から ・年次有給休暇の取得に向けて従業員に対し啓発活動を図る 

  

  

＜目標 4＞次世代法 

・計画期間内に、1 歳以上の子、孫の看護休暇を取得した従業員を 1 人以上とする。 

＜対策＞ 

令和６年４月から ・従業員へのアンケート調査、問題点の洗い出し 

令和６年７月から ・管理職を対象とした研修の実施 

令和６年１０月から ・制度内容等について社内報などにより従業員に周知 
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